
申出書を提出いた
だいてから後退線の
位置を確認するまで，

通常 3か月程度
かかります。

事前相談・調査

狭あい道路拡幅整備
協議申出書を提出

調査・測量（市の依頼した土地家屋調査士）

後退線の位置の確認

【提出書類】
・後退用地等寄附申請書（認印）
・登記原因証明情報兼登記承諾書（分筆用）（実印）
・登記原因証明情報（所有権移転登記用）（実印）
・印鑑証明書
・資格証明書（写）
○後退用地・隅切り用地に物件がある場合
・助成金申請書（認印）

以上の書類を提出

◇後退用地を市に 寄附 する場合

調
布
市

抵当権抹消依頼（銀行等へ）

分筆登記手続
調
布
市

【抵当権抹消手続について】

スムーズな手続となるよう事
前に担当部署等を教えてく
ださい。また，土地所有者様
からも市に寄附する旨を伝
えていただけると，円滑な処
理が出来ますので，融資担
当者の方へ一言連絡をお願
いします。

・後退用地や隅切り用地を調布市で測量・分筆し，所有権を調布市に移転します。

・Ｌ形側溝を後退線に合わせて整備する工事と，整備後の後退用地・隅切り用地
の管理を調布市で行います。

・後退用地にある塀，門扉等の物件の除却は申請者で行っていただきますが，除
却に要した費用の一部を助成します（上限４０万円）。

・狭あい道路拡幅整備協議申出書を提出された後でも，市職員が調査した結果，
狭あい事業が受けられない場合があります。
・当初申請内容の「権原」を変更する時は，市の担当者と協議してください。
・申出を取り下げる場合は，取下げ書を提出してください。

現地確認
調
布
市

調
布
市

【事前相談・調査について】
事業の対象であるか否かを各窓口で確認してください。
・道路種別（建築基準法）→ 建築指導課（6階）
・公道かどうかや境界確定済かどうか→ 道路管理課（7階）

民々立会

土地
所有者

土地
所有者

土地
所有者

土地
所有者

調
布
市
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電柱移設工事

現地立会・工事日決定

Ｌ形側溝設置工事着手
・現場調整

道路区域編入

完了（お知らせ送付）

助成金・奨励金の支払

○後退用地・隅切り用地に物件
がある場合
・物件移転完了届の提出

【提出書類】

○後退用地・隅切り用地に物件が
ある場合

・請求書（認印）
○隅切奨励金の対象である場合
・請求書（認印）

除却完了の現地確認
調
布
市

調
布
市

調
布
市

調
布
市

調
布
市

調
布
市

【物件移転について】

後退用地や隅切り用地に塀，門扉，樹木等がある場合は，
土地所有者側で除去，移設等を行ってください。移転等
が完了したら，速やかに「物件移転完了届」を提出してく
ださい。

【さいごに】

市が現地を確認して問題がなけれ
ば工事は完了です。ご協力いただい
た皆さんに市からお知らせします。

【提出書類について】
認印の書類は全て同じ印鑑でお願いします。

【Ｌ形側溝設置工事について】

・工事希望時期の１か月前までにご連
絡ください。

・工事前に現地立会を行い，必要事項
を確認します。

・工事業者と日程調整を行い，日付を
決めて工事を実施します。

※工事時期は，申請者の希望時期に
できない場合もあります。

【Ｌ形側溝設置の注意事項】

・Ｌ形側溝は，基本的に一般部を設
置します。

・駐車場前などで，工事までに車の
乗入れ箇所が決まっている場合，協
議により乗入れ部を設置します（延
長の制限あり）。

後退用地・隅切り用地の
所有権移転登記完了

調
布
市

【電柱移設工事について】
・１０ページのＱ＆Ａをご覧ください。

土地
所有者

土地
所有者

土地
所有者
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